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第10衷　　　　労　　働　　災　　書
本表は労鴨基準法施行馴様式第26号のl及びZの労働者死傷者報告凱こよった昭和31年度中の数字である勺この秦には業務外

の負傷及び疾病並びに業務上の疾病中、けい肺、船中毒筆緊埋鞘日の明らかでない義棄作疾患・または食中毒及び急惟伝染如

含まれていない。
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505　　肘　　　韓

肘録1 市　町　村　廃　置　分　合　史

昭和知年12月31日以前については以闇刊行の大阪府統計年鑑に掲載してある。

年　　　日　　　日l　　而　　　　郡　　　　名 田丁　　　　　村 虻も　分　の　形　態

3L l．　1

31．　4，　1

31．　9．　1

31．　　9．　30

31．　9．　30

31，　9．　38

31．　　9．　30

31，　　9．　30

31．　　9．　30

31．　9．　30

31．　9．　30

31．　9＿　30

31．　9．　30

31．　9．　30

31．　　9．　30

31．　　9．　30

31，　9．　30

31．　12．　1

31．　12．　1

31．　12．　25

32．　1．　15

32．　　3．　30

32．　　4．　1

32．　　4，　1

32．　4．　1

32．　4．　1

32．　　7．　1

32．　1tL　15

32．10．15

南　河　内　郡
南河内郡意病∃村を町とする。

大　　東　　而

忍　　転∃　　田丁

北河内郡市勇払村・庄道町及び四条打を鴇し、その区域をもってブ大東雨を設廣する。
和　泉　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併、昇格（市制熊行）

最北部和泉吼北池田村　雨池田札北松宅札帝根室札硯一日村及び再現山村を菟し．その区域番も

三三恵那畠田田巻廃し、その区域を轟較市に編入する。
三　　島　　郡　　　　　　　　三　　岳

三屋郡空表音町、味生ノ村及び烏飼村を転し、その区域を

昇　格（町J制飛行）

合併、昇格（市制旅行）

って荊】豪商を設贋する。

高　柳　朽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　網　　　　入

町　　　　　　　　合併、昇格（町制施行）
も一一1て三．恵那三屋灯を設置する。

登鞘郡苫荒村及讐東髄芸村を臥、その区芸を讐っ警髪‰乗物村を設謡る。　併
豊　儲　郡　　　　　　　饉　勢　打　　　　　　　合軌昇格（町制施行）

豊饉郡歌壇村・田尻村及び西感動村家宅し・その区域遠もつて堅萄郡僕勢町を設置する。

泉北暇票多村慧凱警その区舶泉北郡空尉。家畝掌る。　　編　　入
泉　南　郡　　　　　　　泉　南　一　打　　　　　　　合併、昇格（町制敢行）

泉南郡新家札官途吼西伝達村・鳴滝札樽井田及び蛙冒達村を毒し、その区域をもって泉南郡臭酌
胃丁を設匿す‾る。

泉　南　郡　　　　　　　南　海　町　　　　　　　合併　昇格（町制施行）・
泉南郡尾陪町・西島取材及び下在村を毒し・その区域をもって泉南郡南海附を設置する。

南　河　内　郡　　　　　　　大　手　町　　　　　　　合札昇格（町制施行）
南河内郡磯真相及び山田村を尾し、その区域をもって南河内郡大手町を設置する。

南　河　内　郡　　　　　　河　内　町　　　　　　合併、昇格（町制施行）
南河内郡石m札白犬札河内村及び中村を毒し・その区域をもって南河内郡河内町を設置する。

醐内諾早習及誓諾村を軌、その区芸是雪鳥完内郡手箱剛を墓射る。併
南　河　内　郡　　　　　　南　大　阪　打　　　　　　合併、昇転（町制肺）

南河内郡古市吼高鷲町・埴生村、西浦札駒ケ台村及び丹比村を囁し．その区域凌もって南河内都南
大阪町丁を設訝㌻る。

南　河　内　郡　　　　　　実　額　町　　　　　　合併、昇格（町制施行）
南河内郡平胃村・黒山村及び丹南村を廃し、その区域をもって南河内郡芙厩町を設置する。

中　河　内　郡　　　　　　　相　転　打　　　　　　　合臥郡界変更
南河内郡国分町及び中河内郡相投町を麗し・その区域をもって相原町を設置し、その罷すべき郡の区域を中河内郡と定雀）る。

北　河　内　郡　　　　　　　門　東　町　　　　　　　編
北河内郡大和田札四蕪村及び二島村を麗し、その区域を北河内郡門真町に猟人するD

三脚豊芳村を莞し、警の区域を豊郷箕芸胱鼓す賢。　　　編

量産郡箕芸町を票とす雲。　　　　　　　　　　　　昇

茨　太　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞄

箕面市大字清水、道祖本・宿久弧粟生岩坂の全都及び粟生間宮、小野院の1郡の区域を茨木再に猟人
するD

菖　巨】林　而
南河内郡東条村を毒し、その区域を富田林市に編入する。

汽　　大　．‾l】
三厩郡三宅村を廃し、その区域を茨太市に編入する。

U’　「1　11‾

北河内1邪占荘蓮町丁を麗し、その区域を守口市に猟人する。
八　　富　　市

南河内郡志艦∃町を騙し、その区域を八尾両に粗大する。
松　　原　　市

南河内郡契原田丹南の1部の区域を践闇市に編入する。
箕　　面　　市

茨木南天字粟生間宮のl郡の区域を箕面市に編入する。
南　河　内　郡　　　　　　　　美　　男哀　　田丁

南河内郡大阪町多治井の区域を南河内郡実原町に編入する。
三　　島　　郡　　　　　　　　　三　　畠　　田了

綴

銅

前
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編

栢（市制施行）

入

入
／
大
　
入

入

入
茨太市大字鶴野の全部及び太中・鮎内・乙辻、小坪JFのl紺の区域を三岳瓢三島町に編入する。

松　　原　　而
南河内郡北八下村大字河合の区域を槙原請に鰐入する。

堺　　　　　　市
南河内郡北八下村を議し、その区域を堺市に靂良人する。

窮　　　　　入

廃 入

は三）　資料　大防州象軍部統計課。
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